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彦
根
市
役
所
の
組
織
が

一
部
変
わ
り
ま
す

口市
人
事
課

新
た
な
行
政
課
題
に
適
切
に
対

応
し
、
効
率
的
な
行
政
運
営
を
行

う
た
め
、
４
月
１
日
㈯
か
ら
組
織

を
一
部
変
更
し
ま
す
。

【
設
置
】

▼
子
ど
も
未
来
部

次
代
を
担
う
子
ど
も
・
若
者

が
健
や
か
に
成
長
し
、
自
立
で

き
る
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

乳
幼
児
期
か
ら
の
教
育
・
保
育

と
地
域
の
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
を
総
合
的
に
推
進
し
ま
す
。

意
思
決
定
の
迅
速
化
と
効
率
的

な
組
織
運
営
の
た
め
、「
子
ど

も
未
来
部
」
を
設
置
し
ま
す
。

福
祉
保
健
部
か
ら
子
ど
も
・

若
者
課
、
子
育
て
支
援
課
、
幼

児
課
（
市
立
保
育
所
、
認
定
こ
ど

も
園
、
幼
稚
園
を
含
む
）、
発
達

支
援
室
、
子
ど
も
療
育
セ
ン

タ
ー
を
移
管
し
ま
す
。

▼
地
域
経
営
・
地
方
創
生
推
進
室

地
域
経
営
、
地
方
創
生
、
公

共
施
設
等
総
合
管
理
計
画
事
業

を
一
体
的
な
取
り
組
み
に
す
る

た
め
、
企
画
課
内
の
地
域
経
営

推
進
室
と
秘
書
政
策
課
内
の
地

方
創
生
推
進
室
を
統
合
し
、
企

画
課
内
に
「
地
域
経
営
・
地
方

創
生
推
進
室
」を
設
置
し
ま
す
。

▼
技
術
管
理
室

公
共
工
事
の
品
質
確
保
や
事

務
の
Ｉ
Ｔ
化
を
促
進
し
、
建
設

系
事
務
の
正
確
性
と
効
率
性
を

高
め
る
た
め
、
建
設
管
理
課
内

に
「
技
術
管
理
室
」
を
設
置
し

ま
す
。

▼
新
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー
整
備

　

推
進
室

新
市
民
体
育
セ
ン
タ
ー
整
備

の
業
務
を
効
率
的
に
行
う
た

め
、
教
育
委
員
会
事
務
局
教
育

部
内
に
「
新
市
民
体
育
セ
ン

タ
ー
整
備
推
進
室
」
を
設
置
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

人
事
課
☎

30-

６
１
０
６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ

22-

１
３
９
８
番

市
立
病
院
の
組
織

【
設
置
】

▼
医
療
技
術
局

医
療
技
術
部
門
の
充
実
と
体

制
強
化
の
た
め
、「
医
療
技
術

局
」
を
設
置
し
、
診
療
局
か
ら

放
射
線
科
、
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
科
、
臨
床
工
学
科
、
臨

床
検
査
科
、
栄
養
科
を
移
管
し

ま
す
。

▼
薬
品
情
報
課
・
薬
務
課

多
様
化
す
る
薬
剤
業
務
に
的

確
に
対
応
す
る
た
め
、
薬
剤
部

内
の
薬
剤
科
を「
薬
品
情
報
課
」

と
「
薬
務
課
」
の
２
課
体
制
と

す
る
こ
と
に
よ
り
、
薬
剤
部
門

の
充
実
と
体
制
強
化
を
図
り
ま

す
。ま

た
、
事
務
局
内
の
経
営
戦

略
室
を
院
長
直
下
の
組
織
に
位

置
付
け
、
経
営
改
善
を
さ
ら
に

推
進
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

職
員
課
☎
22-

６
０
５
０
番
（
内
線
３
５
２
０

番
）、
Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

０
７
５
４
番

安
心
し
て
就
学
す
る
た
め
の

就
学
援
助
制
度

口市
学
校
教
育
課

　

経
済
的
な
理
由
で
、
子
ど
も
の

就
学
に
必
要
な
経
費
を
負
担
す
る

こ
と
が
困
難
な
保
護
者
に
、
学
用

品
費
、
学
校
給
食
費
な
ど
の
一
部

を
援
助
し
ま
す
。

対
象　

彦
根
市
に
住
民
登
録
が
あ

り
、
小
・
中
学
校
に
在
学
す
る

子
ど
も
が
い
る
人
で
、
次
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
人　

▼
市
民
税
が
非
課
税
ま
た
は
減
免

を
受
け
て
い
る
人　

▼
児
童
扶
養
手
当
（「
児
童
手
当
」
で

は
あ
り
ま
せ
ん
）
を
受
給
し
て
い

る
人　

▼
生
活
保
護
が
停
止
ま
た
は
廃
止

に
な
っ
た
人　
　

▼

教
育
委
員
会
が
就
学
援
助
費

の
受
給
が
必
要
と
認
め
る
人

給
付
内
容　

学
用
品
費
、
学
校
給

食
費
、
修
学
旅
行
費
な
ど

手
続
方
法　

各
小
・
中
学
校
ま
た

は

教
育
委
員
会
（
市
民
会
館
２

階
）
に
あ
る
所
定
の
申
請
書
に

必
要
事
項
を
書
い
て
、
子
ど
も

が
在
学
し
て
い
る
学
校
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
１
月
１
日
現
在
の
住

所
が
他
市
町
村
の
場
合
は
、
所

得
を
証
明
す
る
書
類（
平
成
29
年

度
課
税
証
明
書
な
ど
で
前
年
の
所
得

が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
）の
添
付

が
必
要
で
す
。

※
申
請
は
、
年
度
途
中
で
も
受
け

付
け
ま
す
が
、
援
助
は
認
定
日

以
降
の
月
額
に
な
り
ま
す
。

※
申
請
日（
学
校
に
申
請
書
を
提
出
し

た
日
）
が
そ
の
月
の
16
日
か
ら

月
の
末
日
ま
で
の
間
に
あ
っ
た

と
き
は
、
翌
月
分
か
ら
の
給
付

に
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先　

教
育
委
員
会

学
校
教
育
課
☎
24-

７
９
７
３

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
23-

９
１
９
０
番
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必

　
　要

　
　書

　
　類

金融機関名、店名、口座番号、口座名義人（カナ）
がわかる通帳やキャッシュカードのコピー

②口座確認書類

※窓口で申請する場合は、本人確認ができる書類を持参して
ください。

①本人確認書類（支給対象者全員分）
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード
（写真付）、マイナンバーカード（通知カードは不
可）、健康保険証などのコピー
※有効期限内のもの

●支給対象者が外国人住民の場合
　在留カード、特別永住者証明書のコピー
※申請時に在留期間が満了していないか確認し
てください。

支給対象者　平成 28 年度臨時福祉給付金の
支給対象の人（※）

支給額　1 人　15,000 円
申請期限　7 月 31 日㈪
※　平成 28 年度臨時福祉給付金の支給対象

者は、平成 28 年度分市民税（均等割）が課税
されていない人。（課税されている人の扶養親族

などや生活保護制度の被保護者を除く）

問い合わせ先　 臨時給付金支給
室（木曜日は 19：00 まで　4 月の土曜
日のみ 9：00 〜 12：00）☎ 0120-
1528-90、FAX22-1398

臨時福祉給付金（経済対策分）の申請受付をしています
　　

「臨時福祉給付金」を装う振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意ください！

▲カクニンジャ

心
身
障
害
者
の
社
会
参
加
の
た
め
に

タ
ク
シ
ー
運
賃
・
自
動
車
燃

料
費
を
助
成

口市
障
害
福
祉
課

　

重
度
の
障
害
の
あ
る
人
の
積
極

的
な
社
会
参
加
を
促
進
す
る
た
め
、

タ
ク
シ
ー
運
賃
ま
た
は
自
動
車
燃

料
費
の
助
成
券
を
交
付
し
ま
す
。

交
付
を
受
け
る
た
め
に
は
申
請
が

必
要
で
す
。

タ
ク
シ
ー
運
賃
の
助
成
額

年
額
１
万
２
千
円
（
５
０
０
円
×

24
枚
）

※
平
成
29
年
度
か
ら
、
１
回
の
乗

車
に
つ
き
助
成
券
が
２
枚
（
千

円
分
）
ま
で
利
用
で
き
ま
す
。

自
動
車
燃
料
費
の
助
成
額

　

前
期
分
（
４
月
〜
９
月
分
）

　

３
千
円
（
３
０
０
円
×
10
枚
）

後
期
分
（
10
月
〜
３
月
分
）

　

３
千
円
（
３
０
０
円
×
10
枚
）

対
象　

次
の
①
〜
③
の
い
ず
れ
か

に
該
当
し
、障
害
者
支
援
施
設
、

児
童
福
祉
施
設
、
老
人
福
祉
施

設
、
介
護
保
険
施
設
に
入
所
し

て
い
な
い
人
で
、
市
民
税
所

得
割
額
（
平
成
28
年
度
課
税
）
が

16
万
円
未
満
の
人

①
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
ま
た
は

２
級
が
交
付
さ
れ
て
い
る
人
で
、

次
の
い
ず
れ
か
の
障
害
の
あ
る

人　▼
肢
体
不
自
由
障
害
の
う
ち
下

肢
障
害
、
体
幹
機
能
障
害
ま

た
は
移
動
機
能
障
害　

▼
視
覚
障
害　

▼
内
部
障
害
（
免
疫
機
能
障
害
を

含
む
）

②
療
育
手
帳
Ａ
１
ま
た
は
Ａ
２
が

交
付
さ
れ
て
い
る
人

③
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１

級
ま
た
は
２
級
が
交
付
さ
れ
て

い
る
人

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
は
、
本

人
ま
た
は
本
人
と
生
計
が
同
じ

で
あ
る
家
族
が
、
自
動
車
を
所

有
し
運
転
す
る
場
合
に
限
り
ま

す
。

受
付
開
始
日　

４
月
３
日
㈪

持
ち
物　

身
体
障
害
者
手
帳
、
療

育
手
帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳
、
印
鑑

※
自
動
車
燃
料
費
の
助
成
に
は
、

自
動
車
の
ナ
ン
バ
ー
を
確
認
し

ま
す
の
で
、
車
検
証
を
持
っ
て

き
て
く
だ
さ
い
。

※
平
成
29
年
度
か
ら
郵
送
で
の
交

付
が
受
け
や
す
く
な
り
ま
す
。

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

障

害
福
祉
課
☎
27-

９
９
８
１
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
26-

１
７
６
７
番

コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス

の
一
時
停
止

口市
市
民
課

シ
ス
テ
ム
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
た

め
、
次
の
と
お
り
証
明
書
の
コ
ン

ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
を
一
時
停
止

し
ま
す
。

▼
４
月
18
日
㈫
〜
同
19
日
㈬
の
終

日
問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課
☎

30-

６
１
１
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１

３
９
８
番

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

休
日
開
庁
日

口市
市
民
課

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
交
付

す
る
た
め
、
次
の
日
程
で
休
日
開

庁
を
行
い
ま
す
。

▼
開
庁
日　

４
月
30
日
、
５
月
28

日
、６
月
25
日
、７
月
30
日　

い

ず
れ
も
日
曜
日
の
午
前
８
時
30

分
〜
正
午
（
受
付
：
８
時
30
分
〜

11
時
30
分
）

問
い
合
わ
せ
先　

市
民
課
☎

30-

６
１
１
１
番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
22-

１
３
９
８
番


